
令和8年6月23日決定分

該当業者 理由 指名停止期間 該当項目

株式会社東京エネシス ３ヵ月 指名停止措置要綱

東京都中央区日本橋茅場町一丁目３番１号 R8.6.22～R8.9.21 別表４(１)ハ

指名停止業者一覧

契約に関する違法行為による
社会的信用失墜行為


